
１　総括

(1) （平成23年度普通会計決算）

（注）人件費には、特別職に支給される給料、報酬などを含む。

(2) （平成23年度普通会計決算）

（注）職員手当には退職手当を含まない。

職員数は、平成23年4月1日現在の人数である。

(3) 特記事項

なし

(4) ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

（注）１　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
２　中核市平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
３　「参考値」は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定特例法による措置が無いとした場合の値である。

２　一般行政職給料表の状況（平成24年4月1日現在）

（単位：円）

6級 8級

464,600

537,700

366,200 413,000

9級

給与費 B/A

320,600

6,479

2級 4級

　　　　　　Ａ

2,033

人

区　　分 職員数

千円平成
23年度

475,800 498,300

185,800 222,900

最高号給の給料月額 354,700

7級

415,800 430,600 442,200

１号給の給料月額

５級

289,200

307,800

給　 料 職員手当

千円

7,895,268 2,028,228

　　　　　千円

期末・勤勉手当

2,841,642

歳　出　額　

職員給与費の状況

平成
23年度 365,352

人　

　　　　　　Ａ

114,034,879

　　　　　　　千円

人件費の状況

区　　分 住民基本台帳人口

　　　　　（平成23年度末） Ｂ／Ａ

人 件 費 率実質収支

　　　　　　Ｂ

人　件　費

　　　　　千円

4,243,010

261,900135,600

243,700

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

  （参考）

　　　　　　　　　　　％

17.6

平成22年度の人件費率

　　　　　　％

一人当たり

17.820,286,989

　　　　　千円

（参考）中核市平均

12,765,138

一人当たり給与費　　計　　Ｂ

千円 千円

6,279

千円

豊橋市の給与・定員管理等について
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３　職員の平均給与月額、初任給等の状況

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成24年4月1日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

（注）　一般行政職とは、医療･教育･消防･労務･税務･福祉･企業職以外の一般の事務･技術業務に携わる職員である。

　　　　②技能労務職

（注）　「平均給料月額」とは、平成24年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの

すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等

の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

　国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額（国ベース）」の括弧書きは、給与改定特例法に

よる措置がないとした場合の値（減額前）である。

356,104円

346,339円

対応する民間
の類似職種

平均給与月額

375,705円

平均給与月額

(323,181)円307,506

（国ベース）

305,158円

345,925円

359,988円

315,187円45.8歳

平均年齢 平均給料月額

335,821円

320,266円

384,256円

－

392,516円

335,857円

380,984円

365,238円

平均給与月額

403,557円

（A）

331,782円

(285,030)円270,465

339,689円

275,614円

315,120円

職員数

47.1歳

49.7歳

52.3歳

39.9歳

46.2歳

49.8歳

46.1歳

360人

中核市

国

愛知県

豊橋市

区　　分

公　　務　　員

331人

3,479人

431人

7人

うち学校給食員

うち守衛

うち用務員

うち清掃職員

80人

50人

155人

－

－

－

守衛

用務員

調理士

廃棄物処理業従業員

－

330,142

336,759

335,156

304,944 (329,917)

民　　間

418,488

―

435,676

430,394

376,600

(401,789)372,906

385,422

379,606

平均給与月額

（国ベース）

うち守衛 5,184,804円

　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成21
～23年の　3ヵ年平均）
　本市職員と民間との比較については、年齢、勤続年数、業務内容、雇用形態等それぞれの区分にお
いて必ずしも最適な比較条件とはなっていない。
　年収ベースの「公務員(C)」及び「民間(D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したもの
に、公務員においては前年度に支給された期末･勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞
与の額を加えた試算値である。勤続年数は、労働者がその企業に雇い入れられてから調査対象期日ま
でに勤続した年数をいう。

2,861,400円

3,591,700円

－

2.65

－ －

21.5年 8.1年

16.5年 9.8年

参          考

3,657,900円5,833,413円

1.57

1.59

6,260,021円 3,989,200円

－

公務員（E）

年収ベース（試算値）の比較

公務員（C） 民間（D） C／D

－

－

1.40

1.35

1.84

44.7歳

1.37

－

245,700円

－

270,000円40.4歳

61.3歳

参考

A／B

－

288,200円

平均年齢

53.5歳 206,600円

－

平均給与月額

（B）

－

E／F

363,717円

－

－

－

－

－

勤続年数（試算値）の比較

394,636円

区　　分

うち用務員

うち学校給食員

豊橋市

うち清掃職員

5,934,523円

－

42.2

42.8

国

41.8

42.8

中核市

区　　分 平均年齢

愛知県

豊橋市

平均給料月額

10.5年 9.9年

9.3年 1.98

民間（F）

2.07

－

1.44

18.4年

1.06

1.68
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(2) 職員の初任給の状況（平成24年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円

円

（注）豊橋市の技能労務職の初任給は、学歴を問わず採用時年齢による。

国家公務員欄における括弧書きは、給与改定特例法による措置がないとした場合の値（減額前）である。

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成24年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円

４　一般行政職の級別職員数等の状況

(1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成24年4月1日現在）

（注）豊橋市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

国

－

－

(140,100)

(172,200)

133,418

163,987

一般行政職

該当者なし

大　学　卒

区　　　　　分

一般行政職 178,800

１　　級

149人  

11.9%

12人  

1.4%

区　　　　分

大　学　卒

13.5%

区　　分

技能労務職

標準的な職務内容

272,825239,187

高　校　卒

中　学　卒

221,300

該当者なし

9.1%

244人  22.1%

職員数

11.3%

高　校　卒

　　主事・技師

中　学　卒

255,784

高　校　卒

255,100円

152,600円～高　校　卒

経験年数１０年

技能労務職

該当者なし

120,183

176,734

132人  

225人  

149,800

125人  

102人  

　　主任主事・主任技師

131,532

　　事務員・技術員

371,427

構成比

経験年数１５年

212,000

20.4%

9.2%

７　　級 　　課長級 100人  

６　　級 　　課長補佐

２　　級

４　　級

５　　級

３　　級

　　主査

８　　級 　　次長級 1.1%

９　　級 　　部長 15人  

経験年数２０年

該当者なし

豊　橋　市 愛　知　県

該当者なし

318,485

142,881

１級, 9.2% １級, 8.9% 
１級, 4.4% 

２級 

13.5% 
２級 

12.1% ２級 

14.0% 

３級 

11.3% 
３級 

10.8% 
３級 

11.0% 

４級 

22.1% 
４級 

24.5% 
４級 

28.5% 

５級 

20.4% 

５級 

20.7% 

５級 

20.4% 

６級 

11.9% 

６級 

11.8% 

６級 

10.9% 

７級 

9.1% 

７級 

8.8% 

７級 

8.6% 

８級 

1.1% 

８級 

1.2% 

８級 

1.1% 

９級, 1.4% ９級, 1.2% ９級, 1.1% 
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平成24年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比 

９級 

８級 

７級 

６級 

５級 

４級 

３級 

２級 

１級 
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(2) 昇給への勤務成績の反映状況

　

５　職員の手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（平成23年度支給割合） （平成23年度支給割合） （平成23年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

6月期  月分 6月期  月分 6月期  月分 6月期  月分 6月期  月分 6月期  月分

12月期  月分 12月期  月分 12月期  月分 12月期  月分 12月期  月分 12月期  月分

計  月分 計  月分 計  月分 計  月分 計  月分 計  月分

6月期  月分 6月期  月分 6月期  月分 6月期  月分 6月期  月分 6月期  月分

12月期  月分 12月期  月分 12月期  月分 12月期  月分 12月期  月分 12月期  月分

計  月分 計  月分 計  月分 計  月分 計  月分 計  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　 役職段階別加算額　５～２０％ 　 役職段階別加算額　３～２０％ 　 役職段階別加算額　５～２０％

　 管理職加算額　　　４～２５％ 　 管理職加算額　　１０～２５％

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

(2) 退職手当（平成24年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置　２～２０％加算あり 　定年前早期退職特例措置　２～２０％加算あり

　在職した役職に応じた加算あり 　在職した役職に応じた加算あり

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成23年度に退職した職員に支給された平均額である。

30.55

41.34

(1.45)

豊　　　　　　　　　　橋　　　　　　　　　　市 国

30.55

(0.65)

47.50

１． 勤務成績の評定の実施状況
　　地方公務員法第４０条に基づき、毎年４月１日を評定日として全職員に対して勤務成績の評定を実施。
　　なお、平成１6年４月から、目標管理制度を活用し、管理職（課長級以上）を対象とした能力・業績に基づく新たな人事
　　評価を実施しており、平成１９年４月から対象を課長補佐級に拡大し、平成２０年６月から課長級以上の勤勉手当に評定
　　結果を反映している。

２． 勤勉手当への勤務実績の反映状況
　　勤務成績に基づき、５段階（S～D）の絶対評価を実施し、その評価結果に基づき成績率（41.5/100～67.5/100）を決
　　定し支給した。

(0.65)

23.50

33.50

59.28

59.28

千円

23.50

33.5041.34

59.28

47.50

2,568

1.375

1.225

(0.65)

１． 勤務成績の評定の実施状況
　　地方公務員法第４０条に基づき、毎年４月１日を評定日として全職員に対して勤務成績の評定を実施。
　　なお、平成１6年４月から、目標管理制度を活用し、管理職（課長級以上）を対象とした能力・業績に基づく新たな人事評価
を実施しており、平成１９年４月から対象を課長補佐級に拡大した。

２． 昇給への勤務成績の反映状況
　　勤務成績に基づき、５段階（S～D）の絶対評価を実施し、その評価結果に基づき昇給区分（０～４号給）を決定し、勤務成
績不良の者に対し、抑制を行った。

(0.325)

(1.45)

(0.325)

(0.65)

(0.80)(0.325)(0.80) (0.325)

1.375

(0.325)

(1.45)

(0.80)

(0.65)

0.6750.675

(0.65) (0.325)

1.35 2.60 1.35

―

0.675 1.3750.675

１人当たり平均支給額（平成23年度普通会計決算）

0.675

0.675

1.352.60

1.225

国

1,398

１人当たり平均支給額（平成23年度普通会計決算）

1,642

豊　　　　　橋　　　　　市 愛　　　　　知　　　　　県

59.28

22,175千円

59.28

１人当たり平均支給額
（平成23年度普通会計決算）

59.28

2.60

1.225
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(3) 地域手当

（平成24年4月1日現在）

千円

円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

（注）地域手当は、給料、扶養手当、管理職手当の３％（医師等は１５％、都の特別区内に在勤する職員は１８％）を支給されるものである。

医師等とは、医師及び歯科医師である。

(4) 特殊勤務手当（平成24年4月1日現在）

種類

３

５

８

１０

400円

１回につき

１回につき

危険手当 右の著しく危
険な業務に従
事した職員

一類感染症､二類感染症､新感染症及び指定感染症の
感染症患者等の救護及び原因調査等の業務

豊橋市（医師等） 15

主な支給対象業務

福祉事務所における生活保護の現業業務

特別養護老人ホームにおける入所者養護業務

大型消防自動車の運転業務 １回につき 1,600円

巡回監視の場合 日額 350円

310円

日額

日額

日額

日額 300円

１回につき 250円

１回につき

救急自動車の運転業務

高所又は深所における作業

保育所における乳幼児（３歳未満）及び障
害児保育業務

公売又は競売による換価

大雨、暴風又は洪水の警報発令時における
道路、橋りょう、河川等の被害防止のため
の巡回監視または応急復旧の作業

市民病院における二類感染症患者等の入院医療業
務（医師が行う業務を除く。）

潜水器具を着用して行う潜水業務

上記以外の者が行う救急業務

150円

日額

日額

150円

300円

１件につき

１件につき 800円

150円

150円

250円

日額

800円

日額

日額

％

円支給職員１人当たり平均支給年額（平成23年度普通会計決算）

主な支給対象職員

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成23年度実績）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成23年度普通会計決算）

左記職員に対する支給単価

手当）手当の種類（手当数）

国の制度（支給率）

126,778

257,740

日額

32種類（18

15

103,622

45.7

400円

3

支給率

178

支給対象地域 支給対象職員数

千円支給実績（平成23年度普通会計決算）

下記以外

18 18

3,273

5

96,273

3

都の特別区

手当の名称

庁外にあって行う滞納金の徴収及び督促事
務

滞納整理手当

滞納処分による差押え又はその他の方法に
より法的効力を有することとなった差押え

右の業務に従
事した職員

150円知的障害児通園施設における児童指導業務

２

日額

650円

1,400円

150円

１回につき 1,000円

200円

日額

300円

１時間につき

日額

日額

日額

日額

530円

200円

日額

350円

300円

300円

交通を遮断することなく行う道路上の作業

福祉手当

1

こども発達センターにおける保育士が行う
障害児療育業務

養護老人ホームにおける入所者養護業務

火災その他災害の警戒、鎮圧等の消防業務

緊急出動により行う救急業務

9

６

応急復旧の作業の場合

道路維持課における交通を遮断することな
く行う道路保守作業、消毒作業等

正規の勤務時間以外の時間において行う公
共用地の取得等に係る交渉業務

支給実績（平成23年度普通会計決算）

用地交渉手当

右の業務に従
事した職員

上記以外の消防自動車の運転業務

右の業務に従
事した職員

４

老人デイサービスセンターにおける介助業務

右の業務に従
事した職員

救急救命士が行う救急業務

消防手当

７

緊急出動により行う消防業務

家畜伝染病（流行性脳炎、狂犬病、炭疽(そ)、ブ
ルセラ病、鼻疽(そ)及び高病原性鳥インフルエン
ザに限る。）の病原体を有する家畜又はその疑い
のある家畜に係る防疫の作業

水質試験等の検査及び測定業務

5



１２

１３

１４

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２５

２６

２８

２９

３１

（注）特殊勤務手当は、著しく困難、危険、不快または不健康な勤務に従事した場合に支給されるものである。

夜間看護手当

右の業務に従
事した職員

保健所医師手当 右の業務に従
事した職員

右の業務に従
事した職員

右の業務に従
事した職員

犬、ねこ死体処理手当

右の業務に従
事した職員

危険手当 右の著しく危
険な業務に従
事した職員

保健所及び市民病院における診療用放射線
機器等を操作する技術業務及びこれに付随
する放射線業務

日額

右の変則勤務
で行う業務に
従事した職員

診療手当 右の業務に従
事した職員

保健所及び市民病院における輸血検査、病理検
査、微生物検査及び感染症検査の業務

施設課における焼却炉及び煙道内有害たい
積物処理作業

日額

日額

診療収入月額の100分の５
の額以内

保健所における野犬等の収容等業務

市民病院の結核病棟における看護の業務

250円日額

日額 400円

250円

２７

日額

１匹につき

右の業務に従
事した職員

犬及びねこの死体処理の作業
遺棄されたもの等の収集処理作業の場合、

日額

日額

日額

300円

300円

3,400円2時間以上４
時間未満であ
る場合

3,800円４時間以上で
ある場合

勤務１回
につき

7,500円

400円

月額

日額

１人につき

１人につき

200円日額

　

4,000円

勤務１回
につき

１か所に
つき、
月額

日額

日額

300円

月額

2,000円

月額

10,000円

8,000円

月額

生涯学習課生活家庭館職員及び少年自然の家職
員、図書館職員、美術博物館二川宿本陣資料館職
員並びに自然史博物館職員の業務

財産管理課警備員、福祉政策課斎場職員、豊橋高
等学校再任用短時間勤務事務職員並びに科学教育
センター視聴覚教育センター職員及び地下資源館
職員の業務

3,000円

月額

３０

5,000円

7,000円

6,000円

2,400円

月額

4,000円

その勤務時間が深夜の全部を含む勤務であ
る場合

月額

医療待機業務手当 右の業務に従
事した職員

勤務１回
につき

その勤務時間が深夜の一部を含む勤務であ
る場合
勤務１回につき深夜における勤務時間が、

月額

総合老人ホーム養護老人ホーム調理員の業
務

３２

総合老人ホーム特別養護老人ホーム養護員
の業務

保健所における医師が行う業務

２時間未満で
ある場合

診療収入月額の100分の15
の額以内

100,000円

市民病院における助産師が行う妊産婦指導
管理の業務

300円

900円

6,000円

行旅病人の収容作業

月額

市民病院における看護師等が、正規の勤務
時間による勤務の全部又は一部を深夜にお
いて行う看護の業務

900円

3,300円

300円

1,000円

900円

2,500円

300円

特別養護老人ホームにおいて正規の勤務時間によ
る勤務を深夜（午後10時から翌日の午前５時ま
での間をいう。夜間看護手当の項において同
じ。）において行う養護の業務

こども発達センターにおける医師が行う診
療業務

保健所における結核患者及び精神障害者並びにこ
れらの家族等の相談指導等の業務

１５

１１

動植物公園獣舎における動物飼育及び汚物
取扱いの現業業務

こども発達センターにおける精神障害者及びその
家族等の相談指導等の業務

建築主事が行う技術管理業務

と畜検査手当 右の業務に従
事した職員

斎場手当

技術管理手当

右の業務に従
事した職員

市民病院における医師が行う診療業務

廃棄物処理施設技術管理者が行う技術管理
業務

環境部におけるし尿及びごみの収集処理等
の作業

動植物公園職員の業務

変則勤務手当 施設課交替制勤務職員の業務

こども未来館職員、総合老人ホーム養護老人ホー
ム養護員及び商工業振興課勤労青少年ホーム再任
用短時間勤務職員の業務

斎場における業務

電気主任技術者が行う技術管理業務

ボイラー・タービン主任技術者が行う技術
管理業務

清掃手当

右の業務に従
事した職員

夜間養護手当

右の業務に従
事した職員

２４

妊産婦指導管理業務手当

市民病院における緊急医療業務のため正規の勤務
時間以外の時間に行う待機業務

食肉衛生検査所におけると畜検査の業務

行旅病人、同死亡人取扱手
当 行旅死亡人の取扱作業

獣医師が行う業務の場合

上記以外の技手が行う業務の場合

廃棄物処理施設への立入検査業務

6



(5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外に勤務した場合、勤務した時間数に応じて支給されるものである。

(6) その他の手当（平成24年4月1日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

内容及び支給単価

308,333

373

千円

同じ

異なる

管理職手当を受ける職員が臨時又
は緊急の必要その他公務の運営の
必要により週休日等に勤務した場
合に支給(勤務1回につき7,000円
～10,000円）

420

880,208

244,825

千円

支給区分
支給額

26,262

420,000千円

243,367

89,327千円

千円同じ

正規の勤務時間として午後１0時か
ら翌日の午前5時までの間に勤務を
した場合に支給(勤務１時間につき、
勤務１時間あたりの給与額の
25/100)

同じ

国の制度と

休日等において、正規の勤務時間中
に勤務をした場合に支給（勤務１時
間につき、勤務１時間あたりの給与
額の135～150/100）

千円

同じ

145,192

295,881

支給職員1人当たり平均支
給年額(平成23年度普通会

計決算)

職員1人当たり平均支給年額（平成23年度普通会計決算）

371

異なる内容

千円

支給実績（平成23年度
普通会計決算）

宿日直手当

85,734

千円

千円

173,336

－

－ 925

－

管理職員特別
勤務手当

支給区分
支給額

異なる

－

同じ

異なる
距離区分毎の

支給単価

管理職手当

通勤距離2km以上の職員に距離・通
勤方法に応じて2,000円～24,500
円、定期券利用職員に購入価額を支
給(１か月55,000円限度)、徒歩通
勤者は非支給

506,840支給実績（平成22年度普通会計決算）

511,427

153,555

国の制度

157,624

－

自宅所有者へ
の支給

異なる
12,000円を超える家賃支払者
/27,000円(上限額)、自宅所有者
/4,700円、その他は非支給

通勤手当

住居手当

単身赴任手当

異動等に伴い住居を移転し、やむを
得ない事情により配偶者と別居し、
単身で居住する職員で、移転前の住
居から公署への通勤が困難と認めら
れる者23,000円～68,000円

管理又は監督の地位にある職員に支
給(行政職の場合、50,700～
105,100円)

配偶者13,000円、その他１人につ
き各6,500円を支給（配偶者がない
場合、１人目11,000円。16～22
歳までの子は１人につき5,000円加
算）

職員1人当たり平均支給年額（平成22年度普通会計決算）

との異同

405

267,078

宿直勤務又は日直勤務をした場合に
支給(宿日直勤務１回につき4,200
円)

19,632

支給実績（平成23年度普通会計決算）

休日勤務手当

手　当　名

夜間勤務手当

扶養手当

7



６　特別職の報酬等の状況（平成24年4月1日現在）

円 ／

円 ／

円 ／

円 ／

円 ／

　　（算定方式）

　　

（算定方式）

　　（算定方式） （1期の手当額） （支給時期）

給料月額×在職月数×60/100

給料月額×在職月数×40/100

※在職月数は48月を限度とする

(注） 退職手当の「１期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期

           （4年＝48月）  勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

期末手当は勤務期間により割落としがある。

1,180,000円

2.90

695,000

市 長

915,000

議 員

副 議 長

565,000円

　（平成23年度支給割合）

17,568,000円 任期ごと

6月期

1,235,400円1,153,040円

1,511,625円

月分

{給料＋給料×25%＋給料×20%}×支給割合

月分

510,000円

748,000円

827,000円 625,000円

（参考）中核市における最高／最低額

555,000円

700,000円

給　　　料　　　月　　　額　　　等

市 長

　（平成23年度支給割合）

2.90

議 員

12月期

議 長

1,091,000

区　　　分

1,374,600円

（報酬＋報酬×45%）×支給割合

副 市 長

議 長

市 長

副 市 長

退
職
手
当

期
末
手
当

備　　　　考

任期ごと

705,000円

568,000

632,000

31,420,800円

1,990,125円1,857,450円

2,214,730円

6月期 12月期

960,000円

1,282,960円

1,410,850円

2,372,925円

副 市 長

給

料

副 議 長

報

酬
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７　職員数の状況
(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年4月1日現在）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　人

人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　人

人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　人

（注）職員数は一般職に属する職員数である。

育児休業等への対応職員は含むが、次年度補充することとなる欠員は含まない。

[     ]内は、条例定数の合計である。

(2) 年齢別職員構成の状況（平成24年4月1日現在）

39.11

▲ 3

（中核市の人口1万人当たり職員数

▲ 6

（中核市の人口1万人当たり職員数

▲ 3

94.56

11

＜参考＞

1,429

246

235

＜参考＞

44.02

福祉政策課への指導監査業務の移管など

12

▲ 1

15

▲ 1

▲ 6

主　　な　　増　　減　　理　　由

機構改革による業務執行体制の見直し

指導監査体制の充実など

塵埃収集業務の嘱託化など

欠員の不補充

3

欠員の不補充など

290

31 小規模事業融資制度の見直しなど

民　　生

衛　　生

2

56

414

30

235

一
般
行
政
部
門

農林水産

教育部門

労　　働

議　　会

241

商　　工

　　　　　　　　区　　分
　部　　門

総　　務

税　　務

そ  の  他

小　    計

普
通
会
計
部
門 計

土　　木

合　　計

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　　門

小　計

下  水  道

水　　 道

病　　 院

消防部門

1,422

97

1,088

321

2,033

154

100

57

[ 3,451 ］

94

▲ 2

▲ 5

検針中止精算業務の再任用化など

▲ 3 下水道処理施設管理体制の見直しなど

▲ 4

1,439

3,472

[ 3,472 ］ [ ▲21］

＜参考＞

▲ 14

▲ 173,455

1,425

149

96

1,086

2,030

283

318

▲ 7

助手業務の嘱託化など

62.88

▲ 1

学校給食調理業務の執行体制の見直しなど

55.56

7

常備消防車両の整備・維持管理事務の執行体制見直しなど

▲ 1

0

対前年
増減数平成24年

個人市民税賦課・調査業務の一部再任用化110

平成23年

15

310

職　　　員　　　数

322

109

危機管理業務等の充実など

420

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

構成比 

５年前の構成比 

% 

9



20歳 32歳 44歳 56歳

～ ～ ～ ～

23歳 35歳 47歳 59歳

人 人 人 人

173 446 267 367

(3) 職員数の推移

（単位：人・％）

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

▲36（▲11.3%）

119（9.1%）

▲8（▲2.5%）

▲71（▲3.4%）

人

3,45513

人

60歳

55歳 以上

52歳

51歳

386

人

1,442 1,422

未満

20歳区　分

～

人

31歳

28歳24歳

27歳

～～

40歳

人

43歳

393

39歳

～

36歳

～

307339

人
職員数

5

人人

390369

▲27（▲1.9%）

人

2,033 2,030

過去5年間の増減数
（率）

23年

48歳

24年

計

～

消　　   防

1,441

等   会   計   計

教　　   育

1,456

319

3,472

公 営 企 業

総合計 3,507

2,069

一 般 行 政

普通会計計

　　　　　　　　年　　度
部　　門

１9年

318

20年 21年 22年

297

1,442

313

1,429

309

330

1,306

3,407

330 331

1,423

2,082

326

2,0842,101

3,505

321

290 283

1,347

3,431

1,438 1,439 1,425

48（1.4%）3,455
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８　公営企業職員の状況
(1) 上下水道事業

  　 ① 職員給与費の状況

ア　決算

（参考）

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ

千円 ％ ％

水　道

下水道

Ａ 計 Ｂ

人 千円

水　道

下水道

（注）職員手当には退職給与金を含まない。

職員数は、平成24年3月31日現在の人数である。

イ　 特記事項

なし

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成24年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円 千円

（平成23年度支給割合） （平成23年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

6月期  月分 6月期  月分 6月期  月分 6月期  月分

12月期  月分 12月期  月分 12月期  月分 12月期  月分

計  月分 計  月分 計  月分 計  月分

6月期  月分 6月期  月分 6月期  月分 6月期  月分

12月期  月分 12月期  月分 12月期  月分 12月期  月分

計  月分 計  月分 計  月分 計  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　 役職段階別加算額　５～２０％ 　 役職段階別加算額　５～２０％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

355,276

528,316

(0.325)

(0.65)

0.675

525,167

1.225

(0.325)

1,398

2.60

一人当たり給与費

6,311

12.4

給与費Ｂ/Ａ

（参考）全国市平均

千円

13.3

9.6

一人当たり給与費

507,326

豊橋市（一般行政職）

１人当たり平均支給額（平成23年度普通会計決算）

358,043

343,596

1.375 0.675

職員手当 期末・勤勉手当

千円

1.35

1,432

140,259

9.9

千円千円

84,140

531,528

平均月収額

1人当たり平均支給額（平成23年度決算）

1.225

団 体 平 均 （ 下 水 道 ）

団 体 平 均 （ 水 道 ）

豊 橋 市 水 道 事 業

千円

44.5

豊橋市上下水道事業

　　　　　　区　　分

45.4

384,392

基本給

1.35

(1.45)

1.375

2.60

(0.65)

0.675

(0.65)

(0.325)

(1.45) (0.65)

(0.325) (0.80)(0.80)

平成
23年度

区　分

0.675

豊 橋 市 下 水 道 事 業

368,229

給料

43.6

100

平　均　年　齢

357,473

84,058

千円

6,235,778

92

44.5

134,520

617,294▲ 83,914

職員数

111,246 738,171
平成

23年度

千円

5,553,638

6,350

586,807 6,378

608,791 6,088

総費用に占める

職員給与費比率 平成22年度の総費用に

占める職員給与費比率

区　分 総費用 純損益 職員給与費
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イ　退職手当（平成24年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置　２～２０％加算あり 　定年前早期退職特例措置　２～２０％加算あり

　在職した役職に応じた加算あり 　在職した役職に応じた加算あり

（注）退職手当の1人当たり平均支給額は、平成23年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当（平成24年4月1日現在）

千円

   円

％ 人 ％

（注）１　地域手当は、給料、扶養手当、管理職手当の3%を支給されるものである。

エ　特殊勤務手当（平成24年4月1日現在）

支給実績（平成23年度決算）

支給職員1人当たり平均支給年額（平成23年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成23年度実績）

手当の種類（手当数）

種類

2

3

5

6

８

９

１０

（注）特殊勤務手当は、著しく困難、危険、不快または不健康な勤務に従事した場合に支給されるものである。

支給対象地域

7

高所又は深所における作業

 同上（上記以外の場合）

汚物取扱手当 右の著しく危
険な業務に従
事した職員

30.55 23.50

800円

日額

59.28

右の著しく危
険な業務に従
事した職員

右の業務に従
事した職員

１件につき

千円

危険手当

１か所につ
き、月額

2,000円

6,000円

月額

日額

１人当たり平均支給額
（平成23年度決算）

9,964

4

1

65,110

500円日額

日額

7,000円

 下水道施設課における処理場及びポンプ場
の汚物取扱い等の作業

400円

 浄水課浄水場及び下水道施設課処理場交替
制勤務職員の業務

支給率

豊橋市

用地交渉手当

滞納整理手当 右の業務に従
事した職員

手当の名称 主な支給対象職員

3

59.28

59.28

33.50

125,063

千円

47.50

14,391

41.34

電気主任技術者が行う技術管理業務技術管理手当

右の変則勤務
で行う業務に
従事した職員

変則勤務手当

右の業務に従
事した職員

右の業務に従
事した職員

 浄水課浄水場交替制勤務再任用短時間勤務
職員の業務

800円

10種類（7

千円 22,175

円

１人当たり平均支給額
（平成23年度普通会計決算）

2,568 千円

59.28

30.55

41.34

59.28

59.2847.50

23.50

33.50

豊橋市（一般行政職）豊橋市上下水道事業

300円

水質試験の業務 日額

交通を遮断することなく行う道路上の作業

150円

大雨、暴風又は洪水の警報発令時における水道施
設及び下水道施設の被害防止のための巡回監視又
は応急復旧の作業（巡回監視の場合）

日額 350円

同上（応急復旧作業の場合）

211

主な支給対象業務

3

支給実績（平成23年度決算） 24,012

左記職員に対する支給単価

一般行政職の制度（支給率）

7,097

支給対象職員数

支給職員1人当たり平均支給年額（平成23年度決算）

650円日額

千円

正規の勤務時間以外の時間において行う公
共用地の取得等に係る交渉業務

滞納処分による差押え又はその他の方法により法
的効力を有することとなった差押さえ

％

400円

手当）

56.8

公売又は競売による換価

日額

 管路保全課における下水道管きょの清掃等
の作業（管内作業の場合）

200円

月額

400円

4,000円

勤務１回
につき

１件につき

 水道の使用開始、中止清算等又は水道施設の事故
発生等に対応するため正規の勤務時間以外の時間
に行う待機業務

待機業務手当

日額

530円

庁外にあって行う水道料金、下水道使用料及び下
水道受益者負担金その他の滞納金の徴収及び督促
事務

日額
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１ 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外に勤務した場合、勤務した時間数に応じて支給されるものである。

（注）２ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（平成24年4月1日現在）

円

円

円

円

配偶者13,000円、その他１人につ
き各6,500円を支給（配偶者がない
場合、１人目11,000円。16～22
歳までの子は１人につき5,000円加
算）

12,000円を超える家賃支払者
/27,000円(上限額)、自宅所有者
/4,700円、その他は非支給

17,452 千円 758,783

305,360

支給職員1人当たり平均
支給年額(平成23年度決

算)

通勤距離2km以上の職員に距離・通
勤方法に応じて2,000円～24,500
円、定期券利用職員に購入価額を支
給(１か月55,000円限度)、徒歩通
勤者は非支給

千円 248,623－

との異同 異なる内容

円

千円 119,842

職員1人当たり平均支給年額（平成22年度決算）

内容及び支給単価
支給実績

（平成23年度決算）

支給実績（平成23年度決算）

324

54,785

54,361

職員１人当たり平均支給年額（平成23年度決算）

15,939

30,332

一般行政

扶養手当 同じ

318

管理職手当 同じ －
管理又は監督の地位にある職員に支
給(企業職の場合、50,700～
105,100円)

通勤手当

手　当　名 職の制度 の制度と

一般行政職

夜間勤務手当 同じ －

正規の勤務時間として午後１0時か
ら翌日の午前5時までの間に勤務を
した場合に支給(勤務１時間につき、
勤務１時間あたりの給与額の
25/100)

同じ

7,634

支給実績（平成22年度決算）

住居手当 同じ

千円

－

－

14,411 千円 82,349
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